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集団規定 

２－８ 

幅員の異なる道路に接する敷地の後退距離について 

２以上の前面道路がある場合 

【内容】 

・ 法第 56 条第 2 項及び第 4 項の後退距離は、下図にある令第 132 条第１項の前面道路が２以上あると

した場合においては、最小距離の「a」を採用する。 

関連条項：法第 56条第２項・第４項、令第 132条 

 

【参考】 

・府Ｑ＆Ａ集３-46「幅員の異なる道路に接する敷地の道路斜線制限」ｐ61 


